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山形市立病院済生館

⚫病床数：一般 526床、急性期

⚫医師数（研修医を含む）：

常勤医 84名

•市内中心市街地に位置

•第二次救急医療機関

•県内第一位の救急車受入

•救急件数： 12,121件

•救急車取扱件数：5,797件 (R4年）

●明治7年公立病院として開院
明治12年 太政大臣三条実美が済生館と命名
設立 150周年を迎える
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2次救急告示病院

• 急性期医療の中腹から裾野

• 救急医療のハイボリュームゾーンを担う

• 働き方改革で大きな影響を受けるゾーン
• 救急受け入れが多く、宿日直許可の取得が困難

• 複数の宿日直担当医を配置

• 医師数が相対的に少ない

• 宿日直許可の取得は無理



第８次医療計画
増加する高齢者救急への対応



第８次山形県保健医療計画



第８次山形県保健医療計画
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救急搬第８次山形県保健医療計画困難事案への対応

• 山形連携中枢都市圏の新規事業

• 救急医療情報共有システムの導入
• ICT活用による救急隊と医療機関を繋ぐ
• 救急隊から患者情報の複数医療機関への一斉送信
• 受け入れ可能と回答した医療施設への搬送

• 増加する高齢者救急を、二次救急と三次救急医療施設が
協働して幅広く受け入れる

• 救急受入数の実績に応じた医師の確保と支援

• 山形県保健医療推進委員会

• 地域医療対策協議会（奨学金医師）



救急車年間5,000台病院の働き方改革
l

「断らない救急」がモットー

宿日直許可の取得は困難

宿日直に占める時間帯と労務負担は大きい

多忙診療科医師への更なる時間外の負荷となっている



救急車年間5,000台病院がA水準を目指して

時間外勤務の内容分析：勤務延長と宿日直が重要

正当な時間外の算定と手当の支給

宿直体制の見直し：全医師で按分化

法定労働時間と所定労働時間の明確化



時間外勤務の把握

•出退勤ICカード；読み取り機ー出退勤管理システム
• 電カル上で自己と管理側での打刻時刻の確認

•紙面による申請
• 勤務と研鑽の区分け記載

• 時間外勤務の開始と終了時刻の記載

• 診療科長と館長の確認と捺印

• 電カル上での確認と承認

•電子カルテアクセス数
• 管理側からの診療実態の把握と評価



電カルログアクセス数による
データに基づく勤務状況の把握
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某外科アクセスログ（入院・手術）
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80時間超え医師の
時間外勤務の業務内容の分析

①勤務時間延長
17:30以降の勤務の継続

②呼び出し

③公休出勤
休日回診、処置

④宿日直
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A 医師時間外勤務への対応策
時間

対応策

●休日回診の輪番性
●チーム診療体制

●夕回診や指示出しの前倒し
●全員夕回診の廃止
●複数主治医制、チーム体制
●外来業務の軽減
●手術開始時間の前倒し
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B 医師時間外勤務への対応策

時間

対応策
●夕回診や指示出しの前倒し
●複数主治医制、チーム体制
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C 医師時間外勤務への対応策

時間

対応策

●休日回診や
夜間呼び出しの輪番制

●複数主治医制
●チーム体制の見直し



時間外分析からの当院の対応

•医師の時間外労働時間について、これまでも、電カ
ルのアクセス数や、出退勤カード、自己申告などで
把握評価を行い対応してきたが、

•月80時間越えは少なからず存在する。

•時間外の多くは勤務終了後の延長勤務の積み重ねで
あり、外来終了時刻や手術開始および夕回診の前倒
し、チーム医療体制の見直しで対応を依頼。

•診療部全体会議で管理者が医師に説明。



しかし、宿日直への対応は重要な問題

●これまでは、宿日直の実診療時間帯のみを時間外勤務
として算定

●しかし、
宿日直許可の取得は困難との考えと、

●労基法に遵守する必要性から、

●勤務内容や宿日直者人数を勘案した対応が必要



救急車年間5,000台病院がA水準を目指して

時間外勤務の内容分析：勤務延長と宿日直が重要

正当な時間外の算定と手当の支給

宿直体制の見直し：全医師で按分化

法定労働時間と所定労働時間の明確化



令和4年以前の宿直の場合

•時間外勤務時間の算定＝実働の診療時間を積み上げ

•手当支給＝宿日直手当＋実働分の時間外手当

(基本時間給に時間外1.25、深夜1,50、休日1.35等を加算）

2時間
1時
間

1時
間

17:00 0:00 8:00

実診療時間＝4時間
を時間外勤務として算定





令和５年以降
宿日直許可無しの対応

• 時間外勤務時間の算定＝拘束する全ての宿日直時間

• 手当支給＝全ての宿日直時間を時間外勤務として支給 

• (基本時間給に時間外1.25、深夜1,50、休日1.35等を加算）

2時間
1時
間

1時
間

17:00 0:00 8:00

全宿直時間＝15時間
を時間外勤務として算定
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宿日直勤務の許可基準を満たさない
当院の問題点

•年間約５０００台の救急車搬入

•当院では３名体制（内科正直、外科正直、内科副直）、
月2-3回が基準、順番に割り当て
• 55歳以上は当直免除

• 常勤医師の高齢化と女性医師の増加

• 研修医の減少より

•当直担当医師数の減少が現実的問題

•一人当たり当直回数の増加＝月80時間超の増加



救急車年間5,000台病院がA水準を目指して

時間外勤務の内容分析：勤務延長と宿日直が重要

正当な時間外の算定と手当の支給

宿直体制の見直し：全医師で按分化

法定労働時間と所定労働時間の明確化



当院の医師の年齢構成
55歳以上（宿日直免除）が20％を占める
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1ヶ月間の救急外来受診者数
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17:00 0:00 8:00

3名体制

2名体制

55歳ー65歳の医師

翌日午後帰宅

３名から２名体制に減員し、
55歳−65歳医師に準夜帯宿直に参加協力

年次休暇の活用
A案

宿直体制の見直し

シニアーDr.の
外来支援
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A水準を目指した医師の働き方改革と
令和5年4月（トライアル期間）からの宿日直体制

✓労基法に則り宿直および日直の全時間帯を時間外勤
務とする

✓深夜帯宿直を３名から２名に減員

✓55歳以上医師にも準夜帯宿直と休日日直に参画

✓宿日直業務を全職員で按分化

✓全時間帯に対する時間外勤務手当の支給



救急車年間5,000台病院がA水準を目指して

時間外勤務の内容分析：勤務延長と宿日直が重要

正当な時間外の算定と手当の支給

宿直体制の見直し：全医師で按分化

法定労働時間と所定労働時間の明確化



所定労働時間と法定労働時間

• 「所定労働時間」；就業規則や雇用契約書に記載されている始業時間
から終業時間までの時間から休憩時間を引いた時間

• 労働基準法32条1項、2項

• 「法定労働時間」とは、「1日8時間・週40時間」を 原則とする、

• 「法定休日」、土曜か日曜の週に１日

• 労基法で定めた時間外規制の基準で、これを超えた 時間数を
時間外労働時間として算定

• 医師の時間外労働規制の労基への報告対象

• 一方、 「所定労働時間」を超えた、申請を含めた実際の全労働時
間は、手当の支給の対象
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時間外勤務の内容分析による対応
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宿日直勤務の種類は宿直勤務及び日直勤務並びに準夜勤務とし、それぞれの勤務時間は
次のとおりとする。
⑴ 宿直勤務 午後５時１５分から翌日の午前８時３０分まで
⑵ 日直勤務（外来診療の休診日） 午前８時３０分から午後５時１５分まで
⑶ 準夜勤務 午後５時１５分から午後１１時まで

医師の宿日直勤務に係る取扱い（内規）

館長が宿日直勤務を命じることができる医師は、当分の間、次の医師を対象
とする。ただし、今後の医療体制に変化が生じたときは、対象とする医師年
齢の見直しを検討していくものとする。
⑴ 宿直業務 満５０歳未満の医師
⑵ 日直業務 すべての医師
⑶ 準夜業務 すべての医師
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一月当たりの宿日直の回数

2.8

2
1.9

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

R４年 R５年 R６年

54歳以下の医師

0

1.8

1.1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

R４年 R５年 R６年

55ー65歳医師



一月当たりの80時間超え医師数
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「研修医」の変則勤務を伴う宿直当番者は、午後５時４５分から午後１０時まで勤務し、
その後、午後１０時から翌日の午前５時まで宿直し、その後、午前５時から午前８時３０
分まで勤務するものとする。この場合において、当該翌日の通常勤務割当はしないものと
する。ただし、翌日が週休日又は休日に当たる場合は変則勤務とせず、午後５時１５分か
ら翌日の午前８時３０分までの宿直とする。 

研修医の宿直体制：翌朝帰宅



№ 事項 詳細 可否 備考

1 自己研鑽の勉強 参考図書、文献、教科書を読むなど ×

2 自発的な研修等への参加 医師会、製薬会社などの講演会への参加など ×

3 学会
病院の施設基準取得・継続のため土日祝日や勤務時間外
に
出席する場合

○ 発表・聴講の時間のみ

4 学会発表の事前準備
病院の施設基準取得・継続のため派遣される学会である
場合

○ 概ね2時間まで

5 論文作成 ×

6 手術

緊急手術 ○

手術が予定した時間よりかかり勤務時間外となった場合 ○

術後管理のバイタルチェックなどで、1時間ごとに5～10
分
ごとに患者のもとに行った場合

△
診療時間のみ （5～10分）
待ち時間は不可

7
病棟、救急、手術呼出
し

自宅と病院を往復する時間 × 呼出手当で対応

手術開始まで、家族が来るのを待っている時間 △
単なる手待ち時間（※）は
不可

8 患者死亡
自宅と病院を往復する時間 × 呼出手当で対応

見送りのため、葬儀屋を待っている時間 △ 通常 30～60分

9 剖検
家族への説明と同意を得る時間、解剖開始から家族への
説明までの時間

○

見送りのため、葬儀屋を待っている時間 △ 通常 30～60分

10 病院説明会 病院説明会に出席している時間 （出張でないもの） ○ 通常2時間まで

医師の時間外勤務について 対象と可否の明示

時間外勤務の対象となるのは、
診療行為に従事した時間その他病院（所属長）の命令・指示に基づき業務を行ったと
認められる時間であり、原則として医局に居る時間は対象とはなりません。



救急車搬入数県内最多病院の働き方改革
A水準を目指して

17:30以降の
勤務時間延長の

改善

宿日直体制の
変更

✓ 宿直人数の調整
✓ 全医師が担当
✓ 全時間帯を勤務

✓ 業務の見直しと効率化
✓ チームでの診療体制
✓ 意識改革

✓ 労働時間の管理
✓ 自己研鑽の明確化
✓ 法定と所定労働時間

✓ 公正な時間外勤務手当の支給
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